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坂田 泰史 大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学 教授 

嶋津 岳士 
地方独立行政法人大阪府立病院機構 

 大阪急性期・総合医療センター 総長 

豊田 一則 国立循環器病研究センター 副院長 

西畑 欣二郎 脳卒中経験者 

馬場 武彦 
一般社団法人大阪府私立病院協会 副会長 

一般社団法人大阪府病院協会 理事 

弘川 摩子 公益社団法人大阪府看護協会 会長 

藤井 由記代 
社会医療法人大道会 森之宮病院 

 診療部 医療社会事業課 副部長 

 

○議題  

（１）大阪府における循環器病に関する現状及び取組について 

（２）その他 

   ・脳卒中・心臓病等総合支援センターモデル事業について 
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○議事要旨 

【豊田座長】 

委員の皆様、お忙しい中をお集まりいただきまして、大変ありがとうございます。 

早速ですが、議題に入らせていただこうと思います。（１）「大阪府における循環器病に

関する現状及び取組について」事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局】 

事務局より資料１についてご説明させていただきます。 

 ４ページ目をご覧ください。人口推移ですが、今後、人口減少、高齢者の人口の割合の

増加が見込まれているという状況です。 

  ５ページ目です。平均寿命と健康寿命についてです。こちらは全国平均と比較し、大き

な差異はないものの、不健康な期間が若干、大阪府のほうが長いという結果になっており

ます。 

  ６ページ目です。年齢調整死亡率です。こちらも、全国と同様、減少傾向にはなってお

りまして、７ページ目、男女別での年齢調整死亡率となっております。こちらも減少傾向

となっております。 

  ８ページ目です。主要な死亡原因について記載しております。全国、大阪府ともに、循

環器病ががんに続く第２位の死亡原因となっております。 

  ９ページ目です。年齢別に見た場合なのですが、心疾患が３５歳以上、脳血管疾患は５

５歳から８４歳までで多くの死亡原因を占めているという状況です。 

 １０ページ目が、「大阪府循環器病対策推進計画」に記載されている目標値一覧となっ

ております。 

  １１ページ目です。成人の喫煙率ですが、年々減少傾向にはなっているものの、依然と

して全国平均よりは高い状況です。 

  １２ページ目です。特定健診の受診率、特定保健指導の実施率についてです。こちらは

年々向上しておりますが、全国平均と比べると、依然、低いという状況です。 

  １３ページ目です。キャリア形成プログラムの作成の状況です。こちらは、四角囲みの

真ん中の米印の部分を見ていただけたらと思うのですが。令和２年度以降の地域枠入学

者は必須ということで、目標値については４０％から１００％ということを目標にして

おりましたが、こちらは現在、１００％になっているという状況です。 

  １４ページ目です。脳血管疾患及び心疾患に関する救急搬送の状況です。いずれも全国

平均よりは４分程度早く、迅速かつ適切な救急搬送を実施しているという状況です。 

  １５ページ目です。訪問診療の件数及び介護支援連携指導料算定件数ということで、ま

ず左側の訪問診療件数の部分です。こちらは増加傾向にあるという状況です。右側は、介

護支援連携指導の算定件数ですが、上昇傾向にはあるものの、２０２０年度のデ     

ータについては減少しているという状況です。 
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  続きまして、循環器病に関係する大阪府の主な取り組みについてご紹介させていただ

きます。 

１７ページ目です。ここから予防の取組が続きます。 

  まず、大阪府では、「健活１０（ケンカツテン）」という、府民の健康づくりを推進する

１０の行動について普及をしております。例えば、３つ目の運動であったり、６つ目のお

酒を飲み過ぎないことであったり、７つ目のタバコに関すること、９つ目の健診関係であ

ったり、健康に資する１０個の行動について特に府民の方に普及をしているという状況

です。 

  １８ページ目です。府民の健康をサポートするために、アスマイルというアプリを導入

しております。７月３１日時点で３０万人の方に登録をいただいておりまして、例えば、

ウォーキングや特定健診の受診、健康イベントへの参加など、健康に関する行動を行った

場合にポイントがつくようになっておりまして、ポイントは抽選の参加や電子マネーと

交換ができたり、各種特典と交換が可能というものになっております。 

  １９ページ目です。受動喫煙の対策についての取り組みです。資料の上段をご覧くださ

い。受動喫煙を防止するための条例を制定しており、真ん中の部分をご覧いただきたいの

ですが、２０２０年度に学校や病院で全面禁煙ということの努力義務を設けております。

飲食店でも原則屋内禁煙ということで、２０２２年度と２０２５年度にそれぞれ規模に

応じて受動喫煙を防止するということを目的にした条例となっております。 

  ２０ページ目です。受動喫煙に関する各種啓発も実施しておりまして、画面左側に、吉

本興業の芸人さんが載っているのですけれども、府民の方にとっつきやすいような工夫

もしながら各種啓発事業を実施しております。 

  ２１ページ目です。特定健診と特定保健指導の促進の取り組みでございます。資料の真

ん中部分をご覧ください。大阪府立大学、現在は、大阪公立大学となっているのですが。

大阪公立大学と連携しまして、テレビＣＭやデジタルサイネージでの啓発など、プロモー

ション活動に積極的に取り組んでおります。また、資料の右側ですが、特定保健指導の促

進として、汎用性の高い行動変容プログラムや、大阪版保健指導のプログラムの策定、市

町村の保健師等へのスキルアップの研修会等を実施してございます。 

  ２２ページ目です。そのほかにもさまざまな健康づくりに関する取り組みを行ってお

りまして、その全体像をまとめた資料になっております。真ん中の６番目の喫煙の部分は、

先ほど中心に説明させていただいたのですが、２番目の栄養や食生活のこと、３番目の身

体活動・運動のこと、８番目の心の健康など、健康づくりの全体像をまとめております。 

  ２３ページ目が、公益社団法人日本脳卒中協会と連携し１０月２９日の「世界脳卒中デ

ー」に合わせ、万博記念公園の太陽の塔をブルーにライトアップするという事業をしてお

ります。こちらのメッセージですが、「脳卒中の予兆や前兆、前駆症状がみられた場合は

すぐに医療機関を受診する。１１９番通報する。」ということで、重症化の防止と後遺症

の軽減を図ることができるということをメッセージにして、啓発事業を実施しておりま
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す。 

  ２４ページ目です。救急搬送に関する取り組みです。大阪府では、どのような患者をど

の病院へ搬送するかという基準を、「傷病者の搬送及び受入れの実施基準」ということで

定めておりまして、下の図のところをご覧いただきたいのですが、１１９番要請がされま

すと、この実施基準に基づいて、救急隊が病院を選定します。病院に収容されまして、入

院、治療がなされ、退院します。この一連の情報を、大阪府の共通のシステムでＯＲＩＯ

Ｎ（大阪府救急搬送支援・情報収集・集計分析システム）というものがございまして、そ

のシステムに入力をしまして、実施基準の運用状況を事後検証できるような仕組みにし

ております。 

  ２５ページ目です。１２誘導心電図の取り組みです。救急隊から救急病院へ１２誘導心

電図のデータを転送できるようにシステムを改修しました。こちらは９月から実施でき

るように改修いたしました。１２誘導心電図は、モニター心電図よりも高い感度、特異度

で心電図の異状を検出することが可能ですので、患者情報の提供をさらに充実させると

いうことが可能となっております。 

  ２６ページ目です。大阪府救急患者受入コーディネート事業です。搬送先が見つからな

い場合に、救急隊から救急救命センター等の協力医療機関に受入れ先のコーディネート

を依頼するという、いわゆる三次コーディネート事業を実施しております。緊急度が高い

患者、または小児の患者を対象に、夜間・休日の搬送先が特に決まりにくい時間帯につい

て運用しており、協力医療機関に搬送先のコーディネートを依頼するというものになっ

ております。 

  ２７ページ目です。医師の確保について、地域医療支援センターを大阪府で運営してお

ります。医師不足状況の調査や医師不足病院に支援、医師個人のキャリア形成支援と地域

偏在対策の両立に取り組んでおります。 

  ２８ページ目です。移行期医療に関する取り組みです。移行期医療支援センターを大阪

府で設置しておりまして、令和２年度・３年度には、先天性心疾患の移行期医療に関する

研修会を実施するなど、移行期医療に関する支援を行うセンターを大阪母子医療センタ

ーに委託して設置・運営しております。 

  ２９ページ目です。歯科についての取り組みです。一番上の部分ですが、脳卒中等の循

環器病における入院患者の口腔衛生の向上のために口腔機能管理体制確保事業というも

のを実施しております。資料の一番下をご覧いただきたいのですけれども。大阪府歯科医

師会の協力を得まして、地域連携推進支援室というものを設置しまして、歯科医師や歯科

衛生士など、歯科口腔のプロの方を病院に派遣して、専門的助言や研修を実施したりとい

うことで、歯科口腔に関する支援を行っていこうという取り組みとなっております。 

  ３０ページ目です。在宅医療に関する取り組みです。１つ目が、在宅医療に携わる医療

従事者等の理解と促進に関する研修費を補助するというものでございます。２つ目です

が、医療機関の方針体制の支援について、一番右側の部分をご覧いただきたいのですが、
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会議費等の調整費やシステムの導入費や事務職員の雇用経費、こういった在宅支援の強

化に係る費用を補助していこうという取り組みです。 

 ３１ページ目です。訪問看護サービス体制の整備と、訪問看護師の資質の向上の取組で

す。複数の訪問看護ステーションや医療機関の連携に関する経費補助や訪問看護ステー

ションの規模拡大推進事業ということで、訪問看護連携システムの導入の支援や事務職

員の雇用の支援、特定行為等の研修受講時の代替職員の雇用支援、こういった各種支援事

業を行うことで、訪問看護ステーションの規模拡大を進めていこうという取り組みを実

施しております。 

  ３２ページ目です。訪問看護師の資質向上についてですが、訪問看護専門研修等の各種

研修事業や、看護学生のインターンシップということで、訪問看護ステーションでの職場

体験など、さまざまな形で訪問看護師の資質向上について取り組んでおります。 

  ３３ページ目です。在宅医療の推進に向けての薬剤師に関する取組です。在宅医療に携

わる薬剤師の人材育成の取り組みということで、病院薬剤師、薬局薬剤師がそれぞれの役

割を理解し、在宅薬剤管理の連携を強化するという研修を行っており、病院薬剤師は薬局

へ、薬局薬剤師は病院へということで、相互研修というものを実施しております。 

  ３４ページ目です。医療職と福祉職の連携に関する研修についての取組です。資料の左

側ですが、在宅医療介護連携推進事業研修会の開催ということで、市町村等の医療介護連

携担当者や相談員の方を対象に、医療と福祉の連携に関する研修会を実施したり、資料の

右側でございますが、人生会議について、府民の方に普及啓発を行っております。 

  ３５ページ目です。障がい者医療リハビリテーションセンターにおきまして、高次脳機

能障がいの支援を行ってございます。高次脳機能障がい支援コンサルテーションという

ことで、障がい福祉サービス事業所に支援コーディネーターを派遣しまして、支援者の相

談に応じています。また、研修会の実施をいろいろな対象の方に高次脳機能障がいについ

ての研修を行っております。さらに、普及啓発の実施ということで、府民の方に高次脳機

能障がいのことを知っていただこうというイベントを実施しております。 

  ３６ページ目です。障がい者の就労移行支援・就労継続支援に関する取り組みです。就

労移行支援事業所、就労継続支援事業所のサービスの質の向上のため、支援の手引きの作

成やアドバイザー派遣を実施してございます。手引きを持ったアドバイザーを事業所に

派遣するという事業を８地域で実施しています。そして、実際に支援をした内容を、研修

会や報告会を実施して、手引きのブラッシュアップをするとともに、いろいろな事業所に

この支援の手法を理解していただく機会を作っております。また、大阪府失語症者向け意

思疎通支援者養成研修ということで、こちらはリーダー養成コースとパートナー養成コ

ースに分かれておりまして、それぞれの対象者向けに失語症者向けの支援についての研

修を実施しております。 

  大阪府の取り組みについては以上です。最後に、これまでの全体の経過とこれからのス

ケジュールについて説明をさせていただきます。 
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 ３８ページ目です。令和元年度に、「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病そ

の他の循環器病に係る対策に関する基本法」、法律が施行されまして、令和２年度に国の

基本計画が策定をされました。令和３年度にそれを受けまして、「大阪府循環器病対策推

進計画」を策定しまして、この計画の運用が今年度（令和４年度）と来年度（令和５年度）

の２年間となっているという状況です。資料の一番右下に、次期計画変更に向けた検討と

いうことで記載しておりますが、運用期間が２年間となりますので、来年度は本格的に計

画の改定作業を実施することになるという状況です。また、一番下の部分に星印で記載し

ておりますが、計画変更にあたりましては、「大阪府医療計画」等の関連計画との調和を

図る必要があるということで、これらの計画も横並びで確認をしながら、計画の改定作業

を進めていく必要があります。事務局からの説明は以上になります。 

 

【豊田座長】 

ご説明ありがとうございました。ただいまの事務局の説明について、質問やご意見があ

る方はご発言をお願いいたします。 

 

【坂田委員】 

前回の会議からも、大阪府はコロナの状況というのは非常に厳しい状況が続いており

ました。そのような中でこの循環器病に対する対策基本計画というものをおまとめいた

だいて、大阪府の方々、非常に大変な作業だったと思いますが、その努力に感謝申し上げ

たいと思っております。 

  特に中身を拝見いたしますと、やはり大阪府のひとつの問題として、循環器病の疾病の

発症率というのも決して低くなく、そのあとの重症化の度合いというのも低くないとい

うことがありますので、本来長期間にわたって最も力を入れるべきものはやはり予防で

あろうということになります。その予防に関しましては、例えば、吉本興業の芸人さんを

取り入れるなど、親しみやすい形や、アスマイルなど、そういうさまざまな工夫でいろい

ろな方向から予防をやっていこうという努力は非常に重要だと思いますし、その点につ

いては今後も引き続き継続して、またいろいろなアイディアも入れながらお願いしたい

というように考えております。 

  一方で、ほかにも多くの取り組みを取り組んでいただいております。救急から、維持期、

回復期のリハビリや、そのサポートまで取り組んでいただいておりますが、やはりこの循

環器病、脳卒中、心臓病に、より特化したものというのはまだまだこれからの部分が多い

のではないかなと考えました。例えば、救急も ORIONなど体制を整備していただいており

ますが、特に国の大きな課題、この循環器病の分野の大きな課題、特に心臓病の分野の大

きな課題のひとつである、例えば、大動脈疾患、大動脈緊急症に対してどのような体制を

とるべきか。あとは、急速に増大している高齢の方の心不全についてどのような体制で、

救急からスムーズに収容していくのかということについては、一般的な救急の体制だけ
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では十分でない部分というのがあると思いますので、そういう点はやはりこの協議会、な

いし、この循環器病に特化した形の対策というのもこれから考えていかなければいけな

いのではないかと思っております。 

 あとは全く今までなかったような概念というようなものも脳卒中にも心臓病にも、こ

れからあると思いますので、そういうようなものということも、幾つか指標をとるという

ことも、これから年頭におきながらやっていかなければいけないと思います。 

  そうなりますと、指標をとって、計画を立てていくということになりますと、従来から

ある医療計画というものがあると思います。ですので、医療計画を中心として、例えば、

がんの対策や循環器病の対策というのは、それぞれ各論の部分になっていくと思います

が、医療計画の策定とも緊密に連携をして、いろいろな指標を共有したり、協力したりし

ていきながら、やはり循環器病に特化したような計画というものも、この協議会などから

どんどん発信していかなければいけないのではないかなと。 

  もうコロナも収まる収まると言いながら、ここまで来てしまっているのですけれども。

いずれは収まると信じまして、いよいよそういう対策をとっていければと思っておりま

す。 

  そういう循環器病、脳卒中、心臓病に少し特化したような指標や対策というものを、ど

のように医療計画や、こちらの基本計画に盛り込んでいくかという、その方法論について

も今後、緊密に大阪府の方と委員の先生方や専門家などを交えて、早急にいろいろな話し

合いができればと希望しております。私からは以上です。 

 

【豊田座長】 

非常に広汎というか、総括的なご意見もいただきました。大変ありがとうございます。 

事務局からご発言をお願いします。 

 

【事務局】 

坂田先生から、循環器病に特化した指標等が必要で、医療計画に追加をするなり、循環

器病計画に追加するなりということでした。 

医療計画については、現在、国で第８次の計画の修正について検討が進められていると

ころでございまして、そちらの動きもみながら、循環器病の基本計画の改定も見ながら、

循環器病に特化した指標が入れられるかどうかというところを、今後は議論をしていく

必要があるかなと考えてございます。 

  どのような指標があるかというところも、委員の先生方にご意見等をちょうだいしな

がら、考えていければと考えております。 

 

【藤井委員】 

大阪府の方からの広汎にわたるご説明を伺って、いろいろと勉強させていただくこと
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ができました。資料の中に、介護支援連携指導の件数が増えてきているが、２０２０年度

は少し減少しているというお話がありました。そちらについてなのですが、病院の中で介

護支援連携指導に担当している職種ということで、ちょっとご報告させていただきます

と。病院から退院される患者さんの退院後の生活について、介護支援専門員、ケアマネー

ジャーに病院に来ていただいて、一緒に患者さんの療養生活指導をするということで、算

定できる件数になるのですけれども。どうしても、コロナ禍で、病院の中にケアマネージ

ャーにお越しいただくということが難しいという状況の中で、オンラインでの算定もで

きるのですが、やはり限られた件数になるということで、２０２０年度からもう減少して

いるというのは、それは致し方ないところかなと思っているところです。 

  ただ、それに代わる、コロナ禍でも病院での治療やリハビリテーションを終えて社会復

帰される、地域生活に復帰されるという患者さんは支援していかないといけないという

ようなことがあります。 

  大阪府の特徴でもあると思うのですが、単身の高齢の方も多いというところで、介護支

援連携指導に代表されるような、医療と介護の連携というのももちろんですし、医療と福

祉の連携という状態についても、今後また何か新たな指標が作られるといいなと希望し

ているところです。 

  福祉の連携というところについてなんですけれども。今回の資料の中でお話を出して

いただいているところとしては、高次脳機能障がいということです。障がい福祉の中でも、

高次脳機能障がいと失語というところについて出していただいていると思います。こう

いった障がい福祉との連携も必要ですし、あとは高次脳機能障がいに単身の人がなる。す

ると、いろいろな金銭管理や自分の意思決定、判断ができないということで、成年後見や

その人の権利を守るという意味での福祉制度との連携も必要になってきますので、そう

いったことも今後の検討課題のひとつにあげていただけるとありがたいなと感じている

ところがあります。 

  あと、もうひとつ、リハビリテーションの取り組みのところでお話があがっていたかと

思います。高次脳機能障がいへのリハビリテーションですが、今回ご報告の中でいろいろ

な周知活動、広報イベント等をされている、研修活動をされているということお話しくだ

さっているのですが、実際に地域で暮らしておられる高次脳機能障がいのある方が、リハ

ビリテーションを受けられる先というのが非常に限られている、どこでそういったリハ

ビリテーションをされているのかということを知る手段がなかなか難しいというところ

があります。そういったことを解消していくのに、例えば、大阪府の医療機関情報システ

ムの中に、リハビリテーションで脳血管疾患リハ、心疾患リハ、という種別は書いている

のですが、その中に、ＰＴ（理学療法士）がいる、ＯＴ（作業療法士）がいる、ＳＴ（言

語聴覚士）がいる、というようなことが載っていると、ああ、ここはＯＴとＳＴがいるか

ら、高次脳の人も行けるというようなことでわかりやすくなるので、そういう取り組みの

ようなことも今後されるといいなと期待しているところです。すみません。感想と意見に
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なりましたが、以上です。 

 

【豊田座長】 

大変ありがとうございました。 

事務局からご発言をお願いします。 

 

【事務局】 

藤井先生のご意見につきまして、いくつかあったかなと思うのですが。まず、医療と福

祉の連携の部分ですけれども。医療と福祉の連携は、大きな課題になっておりました。大

阪府でも健康医療部と福祉部ということで部局が分かれており、部局間で情報をとりな

がら進めていかなければならないかなと思います。 

  また、リハビリについてなのですが。こちらも計画中に記載はしておりまして、ちょっ

と今日は具体的な取り組みについては、ご紹介ができていないところにはなるのですけ

れども。先ほどいただきました、大阪府の医療支援システムのほうで、職種がわかればも

っと良いのにというご意見もございましたので、そこはシステムを所管している所属に

も情報共有をさせていただきまして、できるところからやっていこうかなと思います。 

 

【豊田座長】 

ありがとうございました。私からも追加のコメントです。 

  坂田委員からのご発言の中で、例えば、大血管病をどういうふうに救急でみるのだと。

大血管病というのは、動脈解離などですね。そういうのをどうやってみるのだ、新しい循

環器の指標がいると、そういうのは本当に大事なことで、ただ、大阪府の今のシステムで

考えるといっても、なかなか専門的なところは難しいと思います。 

  私は日循（一般社団法人日本循環器学会）側の推進委員ではないのですが、坂田先生が

日循の大阪府の推進の委員長としてもいろいろと取り組みをなさっているので、次の改

定も来年にはありますから、そういった学会との情報をもうちょっと綿密にしていくと、

そこら辺は解決していくのではないかと、私は思っています。 

  同じことが、私が推進委員をしております、（一般社団法人）日本脳卒中学会に関して

もいえるわけで、日本脳卒中学会は何度かご紹介しましたけれども、今、プライマリース

トロークセンター（Primary Stroke Center：PSC、一次脳卒中センター）というのが全国

で１０００近く置いておりまして、大阪府内にも７０前後ございますけれども、学会の事

業として、そのプライマリーストロークセンターの診療実績というか、例えば、退院され

て３か月後の患者さんが、どこまで自立度が回復したか、そういうのも集めさせていただ

いておりますので、現時点ではこの成果が纏まっていませんが、そういった成果、大阪府

の一次脳卒中センターだとこういう治療成績で、それは全国と比べるといいとか悪いと

か、そういうのも出ますし。私たちがやはり専門の立場で考えている脳卒中の患者さんの
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指標というのも幾つもございまして、それも学会できちんと集めていっておりますので、

いつもコロナを言い訳にして申し訳ないが、コロナなどもあって、なかなか私から大阪府

に直接出向いていろいろご説明してということができずにきておりますけれども、もう

コロナの心配もそこそこにして、ちょっと次に動いていいと思いますので、私たち脳卒中

学会側の情報も積極的にまたお出ししていきますから、そういうのも組み込んで大阪府

の成績をまとめていただければと思います。よろしくお願いします。 

  ちょっと私が長くしゃべりましたが、ほかの委員の先生からご意見、ご質問はございま

せんでしょうか。 

 

【西畑委員】 

脳卒中経験者の西畑でございます。脳卒中を経験して一番感じることは、急性期の病院に

入った後、回復期の病院に入るわけですが、退院して２年、３年が経過するとリハビリをし

ていた時よりも、どんどん出来ている事が出来なくなってきます。 

私は森ノ宮病院に、５か月間入っていました。当初は、ほとんど歩けない状態でしたが、 

５か月たって、足にゲイトソリューションという装具をはめて歩けるようになりました。現 

在も外出する時は、その装具をつけていないとやはり躓いてしまいます。それをつけている 

ときは良いのですが、やはり外すと家の中でも歩きづらくなります。病院に入っているとき 

は、自分の気持ちを奮い立たせて、自主練もできるのですが、時間の経過と共にもう自分の 

奮い立たせる気力が落ちてくる。そうすると、悪いほうの足首のくびれは無くなり、指は異 

常に太くなり、ふくらはぎが、ぱんぱんに腫れて、血の巡りが悪くなって痛々しい状況にな 

ってきます。 

効率よくリハビリを自分でする為には、入院していた病院の先生の教え方が上手だった 

等、信頼関係ができているので、そういう先生が、動画で、そこの病院の出身、経験してき

た方と繋がる様なことをして頂いたら、自分の日ごろの体調が、当時と比べて、５年も６年

も経過して、今この様な状態だと言うことを話すと、的確なアドバイスをいただけるのでは

ないかなと思います。だから、倒れてから時間が経過しても、ネットで繋がり指導していた

だけるようなシステムができれば、だいぶ変わるのではないかなと思います。以上です。 

 

【豊田座長】 

貴重なご意見です。どうもありがとうございました。 

脳卒中の診療は、今、西畑委員もご指摘されたように、急性期、回復期、回復期が終わ

ったらという感じで、どうしてもステージステージがはっきりしている、いいところがあ

る半面、そのステージとステージをつなぐというか、そういうコネクションがどうなるん

だというのは大事なことだとは思いますが。例えば、動画、ネットを使ってそういうのを

埋められないかというのは、非常に重要な意見だと思います。 

 先ほども発言いただきましたが、藤井委員、何かこの件で追加してご意見はございますか。 
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【藤井委員】 

ありがとうございます。仰っていただいたことは、本当にそのとおりだなというように

思いながら伺いました。動画でのリハビリ方法のご案内など、一部させていただいている

ところもありますので、そういったもののご試聴会をうまくしていかないといけないな

という課題を今、ひとつ教えていただいたなと感じたのと、あと、今年度、大阪市の脳卒

中医療連携ネットワークが日本脳卒中協会と協働で取り組もうとしていることが、今、西

畑委員が仰ったことでして、急性期・回復期で、いろいろかかりつけの先生とお一人の患

者さんがいろいろな医療機関をお使いになって地域で暮らしていかれる。その先生方や

同じような経験をされた方が、サロンのような形で意見交換ができる、体験を共有できる、

医療職からのメッセージもちょっとくみ取っていただくようなことができる場を、今は

コロナですので、Ｗｅｂ上でなんとか開催することができないかというような取り組み

を、おそらく開催できるのが３月ぐらいになってしまうんですけれども、連携ネットワー

クを活用した脳卒中サロン事業というのを展開しようということで、今、準備を始めてい

るところですので、そちらの経過についても、この懇話会でご報告させていただければな

と思いました。ありがとうございます。 

 

【豊田座長】 

藤井委員。ありがとうございました。 

今の大阪市の脳卒中連携医療ネットワークは、急性期から回復期、生活期まで含めた、

あるいは、家庭への復帰も含めた、職種全体のネットワークということでよろしいですか。 

 

【藤井委員】 

急性期が今、２２の医療機関で、回復期が３６で、その他、生活期の先生方も入れて９

２ぐらいの医療機関が参加しているのと。あとは、障がい福祉の領域で、就労移行支援事

業所と府立の障がい者の自立センター、高次脳機能障がいの相談支援センターが一緒に

ネットワークになって活動していまして、医療機関、脳卒中を発症された患者さんと医療

機関とのその交流、患者さんが体験された障がい福祉のサービス利用ということも含め

た情報交換ができればなと考えているところです。 

 

【豊田座長】 

ありがとうございました。 

 

【井口委員】 

消防の井口です。よろしくお願いします。 

  重複するかもしれないですけれども。我々消防としては、やはり予防の取り組み強化、
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そこは強く思うところでございます。提示いただいている「健活１０」や、あるいはマイ

レージですか、その辺のところの認知度と言いましょうか、推進、そこをさらに期待する

ところかなと思っております。このツールについては、主にどの辺のところで市民に対し

て認知度を上げるというか、推進のほうをされているのかなというようなところ。 

 というのは、私の周りからしても、少しその辺の認知度は低かったもので、どの辺で主に

大阪府として取り組み、市民の方にアピールをされているのかというのをお聞きしたい

なと思うのですが。いかがでしょうか。 

 

【事務局】 

ありがとうございます。「健活１０」、「アスマイル」の取り組みについては、健康づく

り課が所管しておりましてございまして、今回の資料にはあまり載せてはいないのです

が、健康に関するイベントやそういった啓発事業になるようなものが各種開催されてい

るのですけれども。そこで一般的に使うというような形で取り組んでございます。あとは、

大阪府でＳＮＳやホームページを持ってございますので、そういったツールを使いなが

ら府民の方に啓発をしていると。アスマイルについては、アプリをダウンロードして、参

加者が３０万人ということで、結構な方にダウンロードしていただいているのかなと考

えてございます。 

  もちろん、これは府民の方に知っていただければ知っていただくほど、いい取り組みに

なりますので、これまでで満足せず、しっかりとさらに普及をするという形で取り組んで

いくべきものと思います。 

 

【井口委員】 

ありがとうございます。我々のほうでも、「こういうようなツールがありますよ」とい

うようなところで、また市民さんと接触の機会があるときに、アピールを共にしていきた

いなと思っております。 

  それからもう１点ですが１２誘導心電図の推進という形で、この９月１日から運用を

というところなんですけれども。まだまだ各消防本部でその辺の環境が整っていない、機

材が整っていないという消防本部もあります。守口市門真市消防本部でも、その機材が揃

っていない、環境が整っておりませんので、今後ちょっとその辺に少しハードルがある、

お時間がかかるのかなというところもありますので、ご了承をいただきたいなと思って

おります。あわせてよろしくお願いします。以上です。 

 

 

【加納委員】 

大阪府からのご説明、ありがとうございました。現時点では、今まで行っていたいろい

ろな施策と協調してやっていかないといけないというので、それを中心に、現状を報告し
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ていただいたのは、これで良かったかなと思います。ですが、先ほどからいろいろな先生

方が仰っている、循環器に特化したような、いろいろなこれからのこと、あるいは福祉関

係のネットワークだとか。従来、もしなかったものをこれから作っていくとしたら、それ

なりにいろいろな予算も必要になってきますから、現在やっているところの予算を増や

していただくとか、あるいは、また、ここで独自にいろいろな意見が出てきたら、それに

向けた予算をなんとか獲得してもらって、事業を進めるようなことを、大阪府にお願いを

したいと思います。なかなか難しいことだとは思うのですけれども。そうやっていかない

と独自のことがなかなか出てこないのかなというように感じました。いろいろな良い意

見が出てくると思うのですが、そういうのが、ぜひ活かせるような体制づくりというのも、

行政にお願いをしたいなと、今のところ感じています。以上です。 

 

【嶋津委員】 

行政から、循環器疾患に対する様々な施策、それから体制についてお話がありましたが、

そういった体制、あるいは改善の進捗状況を評価するには、やはり指標が必要だというこ

とも途中でありましたが、ORIONのことも一瞬だけ触れられておりましたけれども。ORION

を作ったときに、そもそもストラクチャー（構造）、プロセス（過程）、アウトカム指標（結

果）というものを作って評価していくということが大きな目的のひとつだったと思うん

ですけれども。現在、循環器疾患に対して ORIONから得られる指標を何か活用していると

ことがあるのかということをお尋ねしたいのが１点です。 

  もう１点は、坂田先生から、心不全、急性期を過ぎたあとの心不全などを救命センター

でどのぐらい対応できるのかというニュアンスのことを言われたと思うんですけれども。

最初から専門の二次、三次病院に行くこともあれば、一番重症な人は救命センターに行っ

て、そこから転院、転化して、患者さんは治っていくと思うんですけれども。坂田先生、

何か具体的に救急の部分と循環器内科、あるいは心臓血管外科との連携を促進すること

というのを、具体的にアイディアなり考えというのをお持ちでしたら、教えていただきた

いと思います。私からは以上です。 

 

【坂田委員】 

いくつかの方法論というのはあるだろうと思います。 

まず、嶋津先生が仰られましたとおり、患者さんが急性心不全や慢性心不全の急性増悪

になって、非常に息苦しいという状態になられたときに、最初から循環器の専門医がみる

ときと、救急を担当される救急医の先生方がみるときがあると思います。以前から、循環

器医と救急医というのは連携していろいろな勉強を共有してきたのですけれども。今後、

その心不全の患者さんの数というのは、やはり増えてくる。特に高齢の方の数が増えてく

るということになりますので、より一層、どのように治療していくのかというのを、共有

していく作業というのが必要になろうかと思います。それは単に勉強会のようなものか



13 

 

ら、実際にいろいろな拠点における連携であるとか、そのようなことが必要になってくる

だろうと思います。それをつなぐときに、ORIONのシステムというのが、本来は活用でき

るんだと思うんですが。 

  ORIONのシステム、これは私がお聞きした段階ですので、間違っているかもしれないん

ですけれども。例えば、心不全じゃないんですけれども。急性心筋梗塞にしても、大動脈

解離など大動脈緊急症にしても、今どの病院がどのぐらいのキャパシティがあるのかと

いうシステムはできているとは伺っているのですけれども。それがそのリアルタイムで

どんどん情報として変わっていくというところにはまだ達していないという話を聞いて

おります。 

  ですから、循環器基本法、この対策基本法ができて、やはりそういう部分というものを

それぞれの救急の病院ないし、循環器救急をやっている病院、そういうところがもう少し

綿密にこのシステムなどを利用したり、多少、循環器用に改修できるところは改修すると

いうようなところが、あり得るのかどいうこと、やれるのかということについて、救急の

先生が ORION などは中心にやっておられますので、そのあたりに循環器の専門の者も入

って、一緒に課題として取り組んでいけるようなことがあればというように思っており

ます。 

  まずは、大阪府はある程度、病院の数も多くありますので、そういうような連携という

ところも始めるところではないかというように考えています。もう少し細かいのがいっ

ぱいあるのですが、それはまた後日、いろいろなところでご相談したいというように思っ

ております。 

 

【豊田座長】 

ありがとうございます。引き続き、事務局、今、嶋津委員からは具体的なご質問がござ

いましたし、その前の加納委員のコメントも含めて、事務局からのご回答、何かご意見は

ありますか。 

 

【事務局】 

ありがとうございます。加納委員からのご意見についてですが。仰るとおり、坂田委員

にも仰っていただいたのですが、循環器に特化した指標が必要なんだろうというところ

です。指標だけでなく施策についてもだと思うんですけれども。そこは仰って頂いたよう

に新しい予算の確保であったり、庁内の体制ですね、そういったところから始めていかな

いといけないなというのが正直なところです。それを整理したうえで、新しい循環器に特

化した取り組みを推進していく、新しいものができていく、既存のものをブラッシュアッ

プしていくというような動きになるのかなというところで、現状で対応できていないと

ころは、仰るとおりで、たくさんあると思います。 

  嶋津委員からいただいた質問ですが、まず、各消防、病院にご協力をいただいている項
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目についてなんですけれども。処置項目としましては、循環器病でしたら、例えば、ＰＣ

Ｉ（経皮的冠動脈形成術）を行っていただいたこと、ＩＡＢ（大動脈内バルーン）、ＰＣ

ＰＳ（経皮的心肺補助）、今でいうＶＡーＥＣＭＯに関して、実施していただいた項目に

関してはチェック項目等がありますので、そちらで確認はできております。 

  あと、予後に関しましては、生存転帰としまして、初診時、来院していただいた段階で

の転帰、及び、ORIONでは、入院していただいたあとに２１日後の予後として、病院で記

載していただいておりますので、そちらに関しても把握はできるといったような状況に

あります。 

  しかしながら、患者様のＡＤＬ（日常生活動作）に関わる部分、リハビリテーションで

申し上げますと、例えば、ＦＩＭなど、そういった指標に関しては集録できていないとこ

ろもございます。以上です。 

 

【馬場委員】 

大阪府病院協会、大阪府私立病院協会の馬場でございます。 

  豊田先生が言われたように、プライマリーストロークケアセンターの話が出ましたけ

れども。やはり t-PA療法（血栓溶解療法）など、脳血管内治療の急性期医療の提供体制、

連携も含みますけれども、こういったこと、あるいは大動脈瘤解離など、こういったもの

に対する連携を含む急性期医療体制、あるいはリハビリテーションの提供体制、こういっ

たものについても今後、議論していければいいかなと思っています。 

また、坂田先生が言われたように、指標ということは非常に大事だと思っていますし。

今、大阪府から回答がありましたけれども、難しいんですけれども、本当は機能的予後、

機能的な転帰といったところまで踏み込んでいけると、生命予後だけでなく、そちらが大

事なんじゃないかなと本当は思っています。難しいのかもしれません。私も ORIONの検証

委員会では、「ちょっとそこまでは」と言われましたけれども。できればそういったこと

の指標も見つけていければいいのかなと思います。以上です。 

 

【豊田座長】 

確かに循環器疾患は、お亡くなりになるかどうかというのも、もちろん大事なんですが、

心臓にしても脳にしても、社会復帰できるか、家庭復帰できるかという機能転帰が非常に

大事ですから。繰り返して申し訳ないけれども。学会から必要な情報をまたお送りします

ので、そういうことを指標にすることは、ぜひ、ご検討ください。 

 

 

【弘川委員】 

大阪府看護協会の会長の弘川です。よろしくお願いします。 

  今回の大阪府の循環器に対する取り組みにつきましては、我々看護協会と関連すると、
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訪問看護を強化していくというところになるのですが。やはり病院との連携というとこ

ろに一番いろいろな課題というのがあって、そこを今、取り組んでいるところ、看護協会

も取り組んでいるところではあるのですが。やはりこの中にあがっているように、特定行

為の研修を終了された方たちを在宅で、循環器の訪問のところにというところの項目が

あがっているのですが、なかなかそこが成長するのには非常に時間がかかるかなという

ところを思っております。 

今、各病院にそういう急性期や、そういう病院の中で認定看護師、慢性期や心不全の、

そういう専門の看護師たちが病院の中で活動しているというところで、ここをもう少し

活用することで目標値としては、訪問看護の件数にはなっているのですが、やはり循環器

の患者さんに対しての訪問看護に対しての指標みたいなのが、これからたぶん出てくる

のではないかなと思いますが。看護協会としてはますます、そういう育成や研修は強化で

きるというように思っております。 

  府民への広報というところも非常に、いろいろなものがありすぎて、なかなか必要なと

ころに伝わらないというところもあるのですけれども。今、大阪府の看護協会では、「ま

ちの保健室」という、そういう事業も行っておりまして、そういうところで必要な方に情

報を提供するというところが、もう少し具体的に進めていけば、普及にも少し力が出るの

ではないかなと思って、今ちょっと感想ですが思いました。以上です。 

 

【事務局】 

馬場先生からいただいたご意見で、ORIONのところも活用しながら、機能的な予後まで

指標に組み込むというところで、どのような指標を次の循環器計画に盛り込めるかとい

うところが課題かと、今回の懇話会でさまざまな意見をいただきまして思いましたので、

先生方とも情報共有を図りながら、指標については検討させていただければと思います。 

  弘川委員からいただきました、看護師さんの話なんですけれども。府民への広報がいろ

いろありすぎてというところが、耳が痛いところでして、確かに、いろいろ大阪府の啓発

ツールでも、ｔｗｉｔｔｅｒを使ったり、Ｆａｃｅｂｏｏｋを使ったり、ホームページに

あげていたりというところが、いろいろな施策が、だだかぶりと言いますか、同じような

手法で啓発をしていますので、本当に必要な方に情報がしっかりと届くようにというと

ころは、今後も引き続き検討してまいりたいなと思います。ありがとうございます。 

 

【安藤委員】 

今回、大阪府の取り組みについて資料を確認し、生活をしている中で大阪府の取り組み

というのが全く情報としてはいってくる機会がないと感じました。実際この「健活１０」

や、「アスマイル」というアプリがあることを知りました。せっかく取り組みいただいて

いるのに、周りに伝わらないというのがすごくもったいないなと思っており、もっと普及

できるような活動ができればと思いました。何がいいかはわからないですが、電車のつり
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広告のようにぱっと目にはいるところとか、各所の待合のようなところに掲示されると

か、ＳＮＳなどだけではなくて、もっと人の目が集まるようなところで活動ができればと

感じました。以上です。 

 

【豊田委員】 

貴重なご意見です。ありがとうございました。 

大阪府がせっかく取り組んでくださっている、いい事業がちょっとその周知がどのぐ

らいいっているのかというのは、先ほども井口委員からもご指摘もいただきましたけれ

ども、やはり周知していくのは大事なことだと思いますね。 

  こういって法制化されて、循環器病が法でサポートされる時代になったので、私はちょ

っと細かいことはわかりませんが、大阪府のそういう啓発というのも、いくばくかやりや

すくなったんじゃないかと思いますが。特に事務局から追加のご説明はございますか。 

 

【事務局】 

「アスマイル」や「健活１０」の広報について、ちょっと追加で補足説明させていただ

きます。啓発が大事だというのは、我々も認識しておりまして、担当課もいろいろ策は練

っております。現在は、市町村とも連携しながら、市町村のほうでも広めていただく、い

ろいろなイベント等で使っていただくというようなところをさせていただいているので

すけれども。なにぶんこのコロナ禍で、啓発活動というのはどうしても自粛というところ

がありまして、昨年、一昨年についても、いろいろ計画はしたんですけれども。結局は中

止というような形で、なかなか啓発活動ができていなかったというのが実状でございま

す。 

  コロナもちょっと落ち着いてきましたといいますか、社会活動もしながらと、ｗｉｔｈ

コロナということになっておりますので、今、担当課のほうも、啓発活動について再開す

る方向で、皆様方に知っていただくためにいろいろと、先ほど言いました、吉本興業と連

携しながらなど、いろいろな企業と連携しながら広めていく活動というのを、これから再

開させていただこうというような、そういうような状況になっております。 

 

【豊田座長】 

ありがとうございます。今年度の下半期は、上半期よりは、このコロナに対する対応が

少し減って、もっといろいろな活動が大阪府でできると思いますので、ぜひ、よろしくお

願いいたします。 

何度か繰り返されたのは、循環器病疾患に特化した指標をしっかり評価していく。それ

は機能転帰などを含めた評価ですね。ORIONのアウトカム指標なども使えるかもしれませ

ん。 

引き続き次の議題に入らせていただきます。「脳卒中・心臓病等総合支援センターモデ



17 

 

ル事業について」ということで、事務局からまずご説明をお願いします。 

 

【事務局】 

資料２「脳卒中・心臓病等総合支援センターモデル事業について」、ご説明をさせてい

ただきます。 

  本事業は、脳卒中や心臓病等の循環器病を中心とした包括的な支援体制を構築するた

め、専門的な知識を有しまして、地域の情報提供等の中心的な役割を担う医療機関に、脳

卒中・心臓病等総合支援センターというセンターを配置することとしておりまして、今年

度からモデル事業として実施されております。 

 資料中段にイメージ図がございますが、こちらをご覧ください。 

  真ん中の部分です。脳卒中・心臓病等総合支援センターがありまして、左側、地域の病

院やかかりつけ医に連携勉強会と記載しておりますが、そういった相談に応じたり、一番

右側が、患者と地域住民ということになっておりまして、住民を対象に講習会や啓発活動

や患者さんの相談支援というような形で、地域の情報提供等の中心的な役割を担う医療

機関として、国が設置を進めているものでございます。 

  ３ページ目ですが、昨年度末にモデル事業として募集がございまして、令和４年度事業

として、今年度から実施をされております。一部自治体を国が選定いたしまして、今年度

はこの１０自治体、１２病院で、この総合支援センターモデル事業を実施するということ

になっております。 

  つい先日、厚生労働省の令和５年度予算の概算要求が示されまして、本モデル事業の実

施について、来年度も実施するよう概算要求がなされるという情報が出まして、こちらの

動きも見ながら、大阪府としても採択をされるよう取組みたいと考えております。事務局

からの説明は以上となります。 

 

【豊田座長】 

ご説明ありがとうございました。本件に関して、ご質問はございますでしょうか。 

  私から簡単に補足しますと。今年度は先ほど示してくださった１０府県が選ばれてお

りまして、来年度はさらに多くの都道府県にチャンスがあるのならば、大阪府も積極的に

参加できるようにとは考えておりますが。やはり大阪府は大阪大学がしっかり循環器病

を管理されておりますので、私ども国循（国立循環器病研究センター）もなんとか大阪大

学と何かタイアップしてできればと思いますけれども、これは具体的に、また応募が、仮

にあるとしたら、もう年度末近くになるんでしょうね。それでよろしいですか。 

 

【事務局】 

年度のスケジュールでいくと。国の、今回は概算要求という形で、「こんな予算要求を

財務省に行います」という資料が示された段階ですので、やはり年度末ぐらいに、財務省
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の査定がありましてということなので、おそらく２月、３月には、次年度の募集をします

という案内がされるのかなと考えています。 

 

【豊田座長】 

ありがとうございます。幸いに、まだ少し日にちがございますので、じっくり取り組ん

でいければとは思っております。はい。どなたか、ご質問やご意見はございますでしょう

か。 

 

【坂田委員】 

今、豊田先生が仰られたとおりだと思います。そのうえで今回採択されている都道府県

と施設というのを拝見すると、基本的にはいわゆる大都市、具体的には東京、大阪、愛知、

東海地方は今回は採択されておりません。特に東京と大阪は採択されていないというと

ころがあります。いろいろな取り組みの大小などがあって、必ずしも東京と大阪だからは

ずされたというわけではないのですけれども。 

  このモデルの建付けが、やはり都道府県の中に１つ大学病院のようなものがあって、そ

れを中心に、そこがまずモデルとなって、その都道府県の中でこういう事業を行っていく

んだという建付けになっておりますので、大阪はやはりその中でも、この各都道府県の中

でも少し特殊といいますか、特別なところで、非常に狭い地域に多くの人口があって、ほ

とんどの部分は、もちろん山も川もあるんですけれども、多くの部分は都市部になるとい

うので、非常に特殊な地域性を持っていると思います。 

  ですので、この枠組みで募集がある中で、そのうえで大学もあり、地域でがんばってお

られる病院もあり、いわゆる公立の病院もあり、そういう特殊な大阪の中で、こういうモ

デル事業をどういうようにやっていくのかというのは、やはり我々大阪の者が知恵をひ

ねっていかなければいけないんじゃないかなと思います。 

  とはいいながらも、これは厚生労働省の事業ですので、お金をとれないと話になりませ

んので、まずは国立循環器病センターや大阪大学の者や、ほかの手をあげられるところが

もしありましたら、そういうところと協力して、まず大阪府をモデルとして選んでいただ

いて、そのうえでこの大阪の中で最も良いやり方をぜひ、皆さんと考えていきながら、こ

の支援センターの本来すべき支援を府民の皆さんにきちんと届けるということができれ

ばなというように考えております。 

  非常に正論かつきれい事なんですけれども。やはりそれをやっていかなければ、大阪で

は成立しないだろうと思いますので、理想としては高いんですけれども、その理想を目標

にやっていければというように考えております。以上です。 

 

【豊田座長】 

坂田委員、ありがとうございます。ほかはよろしいでしょうか。 
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  はい。では、ありがとうございました。今日用意いたしました内容としましては、先ほ

どの資料１「大阪府における循環器病に関する現状及び取組について」と、それから、資

料２「脳卒中・心臓病等総合支援センターモデル事業について」に関すること、２つでご

ざいました。 

  モデル事業に関しましては、これが令和５年度にどうなるかというのは非常に皆様も

関心が高いと思いますので、事務局は引き続き、メール等で結構ですから、各委員への情

報提供をよろしくお願いいたします。 

  本日は、皆様から多くのご意見をいただきました。活発な意見交換ができたと思います。

その他事務局から追加の報告、連絡は無いでしょうか。 

では、本日、予定しておりました議題は全て終了いたしました。これで今日の討議を終

わらせていただこうと思います。事務局にお返しします。どうもありがとうございました。 

 

【事務局】 

豊田座長、円滑な議事進行、誠にありがとうございました。 

本日、全ての議題を終了いたしましたので、これをもちまして、『令和４年度第１回大

阪府循環器病対策推進懇話会』を閉会させていただきたいと思います。委員の皆様には長

時間にわたり、お忙しいところご参加いただきまして、誠にありがとうございました。 


